
一般からの情報の受付等

審査会のシンボルマーク

　審査会では、資料・情報収集の一環として、広く一般の皆様から情報を受け付けるために、情報受付窓
口を設置しています。公認会計士・監査法人の監査業務に関する情報や公認会計士試験の実施に関する情
報等をお持ちの方は、Ｅメール、ファックス、郵送によりご連絡ください。寄せられた情報は、審査会の業
務を行う上で、有用な情報として活用しています。

　審査会のシンボルマークは、青い丸で表した資本市場に審査会
が新しい風を吹き込むことによって、資本市場の透明性が段々と
高まっていくというイメージを、青い丸の右側を透明にすることで
表現しています。

Eメール：cpaaob@fsa.go.jp
F A X ：03-5251-7241 （24 時間受付）
郵　送： 〒100-8905　東京都千代田区霞が関 3-2-1 中央合同庁舎第 7号館

公認会計士・監査審査会事務局 総務試験課 情報受付窓口 宛　　　　

公認会計士・監査審査会　情報受付窓口

　また、審査会では、公益通報者保護法に基づく公益通報に関する専用の窓口を設置し、電話による相談の
対応も行っています。公認会計士法に規定する罪の犯罪行為の事実等で、審査会が処分又は勧告等を行う権
限を有するものについて通報されたい方は、Eメール又は郵送によりご連絡ください。また、公益通報について、
相談されたい方は、Ｅメール、郵送又は電話によりご連絡ください。

Eメール：cpaaob.kouekitsuho@fsa.go.jp
郵    送： 〒100-8905　東京都千代田区霞が関 3-2-1 中央合同庁舎第 7号館

 公認会計士・監査審査会事務局 総務試験課 公益通報・相談窓口（通報） 宛

公認会計士・監査審査会　公益通報・相談窓口

TEL 03－3506－6000（代表）
URL https://www.fsa.go.jp/cpaaob/index.html ※本パンフレットは、令和元年 10月に作成したものです。

（直ちに通報されたい方）

Eメール：cpaaob.kouekisoudan@fsa.go.jp
郵    送： 〒100-8905　東京都千代田区霞が関 3-2-1 中央合同庁舎第 7 号館

 公認会計士・監査審査会事務局 総務試験課 公益通報・相談窓口（相談） 
宛T  E  L ：03-3506-6000 （受付時間：平日 9:30 ～ 18:15）

（まずは相談されたい方）

公認会計士・監査審査会

公認会計士という職業の魅力

公認会計士・監査審査会　常勤委員 
青木 雅明

立教大学 
　　　　　　令和5年10月2日
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今回の講演会の目的
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公認会計士という職業の魅力を理解していただく
キーワード
• 財務諸表（貸借対照表・損益計算書） 
• 資本市場 
• 監査 
• 公認会計士 
• 監査法人 
• 公認会計士・監査審査会 
• 公認会計士試験制度
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貸借対照表と損益計算書
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資本市場
• 企業が事業を継続し、成長させていくためは資金が必要 

• 資本市場：資金の調達を行うための市場 

• （潜在的な）投資家 

• 資本市場で株や債券を取引する 

• 企業から公開されている会計情報（財務諸表）を参考にする 

• （潜在的な）投資家が会計情報に求めること 

• 嘘のない正確な情報→信頼できる情報 
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監査
• 監査：会社の会計や経営を監督し検査すること。 

• 投資家が財務諸表で示されている会計情報について求めること→信頼性 

• 財務諸表の信頼性を保証するためには？ 

• 情報の利用者が自分で確認することは不可能 

• 専門家に調査してもらい、お墨付きをもらう　→　公認会計士
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公認会計士(1)
• 監査を職業とする専門家 

• 公認会計士の使命(公認会計士法第1条) 

• 公認会計士は、監査及び会計の専門家として、独立した立場において、財務
書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することにより、会社等の
公正な事業活動、投資者及び債権者の保護等を図り、もって国民経済の健
全な発展に寄与することを使命とする。
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務を行う上で、有用な情報として活用しています。

　審査会のシンボルマークは、青い丸で表した資本市場に審査会
が新しい風を吹き込むことによって、資本市場の透明性が段々と
高まっていくというイメージを、青い丸の右側を透明にすることで
表現しています。

Eメール：cpaaob@fsa.go.jp
F A X ：03-5251-7241 （24 時間受付）
郵　送： 〒100-8905　東京都千代田区霞が関 3-2-1 中央合同庁舎第 7号館

公認会計士・監査審査会事務局 総務試験課 情報受付窓口 宛　　　　

公認会計士・監査審査会　情報受付窓口

　また、審査会では、公益通報者保護法に基づく公益通報に関する専用の窓口を設置し、電話による相談の
対応も行っています。公認会計士法に規定する罪の犯罪行為の事実等で、審査会が処分又は勧告等を行う権
限を有するものについて通報されたい方は、Eメール又は郵送によりご連絡ください。また、公益通報について、
相談されたい方は、Ｅメール、郵送又は電話によりご連絡ください。

Eメール：cpaaob.kouekitsuho@fsa.go.jp
郵    送： 〒100-8905　東京都千代田区霞が関 3-2-1 中央合同庁舎第 7号館

 公認会計士・監査審査会事務局 総務試験課 公益通報・相談窓口（通報） 宛

公認会計士・監査審査会　公益通報・相談窓口

TEL 03－3506－6000（代表）
URL https://www.fsa.go.jp/cpaaob/index.html ※本パンフレットは、令和元年 10月に作成したものです。

（直ちに通報されたい方）

Eメール：cpaaob.kouekisoudan@fsa.go.jp
郵    送： 〒100-8905　東京都千代田区霞が関 3-2-1 中央合同庁舎第 7 号館

 公認会計士・監査審査会事務局 総務試験課 公益通報・相談窓口（相談） 
宛T  E  L ：03-3506-6000 （受付時間：平日 9:30 ～ 18:15）

（まずは相談されたい方）

公認会計士(2)
• 公認会計士の業務(公認会計士法第2条) 

• 公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明を
することを業とする。 

• 公認会計士は、前項に規定する業務のほか、公認会計士の名称を用いて、
他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調査若
しくは立案をし、又は財務に関する相談に応ずることを業とすることがで
きる。 

• 新規株式公開(IPO)支援、コンサルティング、組織内の決算業務・財務管
理・内部監査、官公庁における会計検査・税務調査

7



公認会計士・監査審査会

一般からの情報の受付等

審査会のシンボルマーク

　審査会では、資料・情報収集の一環として、広く一般の皆様から情報を受け付けるために、情報受付窓
口を設置しています。公認会計士・監査法人の監査業務に関する情報や公認会計士試験の実施に関する情
報等をお持ちの方は、Ｅメール、ファックス、郵送によりご連絡ください。寄せられた情報は、審査会の業
務を行う上で、有用な情報として活用しています。

　審査会のシンボルマークは、青い丸で表した資本市場に審査会
が新しい風を吹き込むことによって、資本市場の透明性が段々と
高まっていくというイメージを、青い丸の右側を透明にすることで
表現しています。

Eメール：cpaaob@fsa.go.jp
F A X ：03-5251-7241 （24 時間受付）
郵　送： 〒100-8905　東京都千代田区霞が関 3-2-1 中央合同庁舎第 7号館

公認会計士・監査審査会事務局 総務試験課 情報受付窓口 宛　　　　

公認会計士・監査審査会　情報受付窓口

　また、審査会では、公益通報者保護法に基づく公益通報に関する専用の窓口を設置し、電話による相談の
対応も行っています。公認会計士法に規定する罪の犯罪行為の事実等で、審査会が処分又は勧告等を行う権
限を有するものについて通報されたい方は、Eメール又は郵送によりご連絡ください。また、公益通報について、
相談されたい方は、Ｅメール、郵送又は電話によりご連絡ください。

Eメール：cpaaob.kouekitsuho@fsa.go.jp
郵    送： 〒100-8905　東京都千代田区霞が関 3-2-1 中央合同庁舎第 7号館

 公認会計士・監査審査会事務局 総務試験課 公益通報・相談窓口（通報） 宛

公認会計士・監査審査会　公益通報・相談窓口

TEL 03－3506－6000（代表）
URL https://www.fsa.go.jp/cpaaob/index.html ※本パンフレットは、令和元年 10月に作成したものです。

（直ちに通報されたい方）

Eメール：cpaaob.kouekisoudan@fsa.go.jp
郵    送： 〒100-8905　東京都千代田区霞が関 3-2-1 中央合同庁舎第 7 号館

 公認会計士・監査審査会事務局 総務試験課 公益通報・相談窓口（相談） 
宛T  E  L ：03-3506-6000 （受付時間：平日 9:30 ～ 18:15）

（まずは相談されたい方）

監査法人(1)
• 財務書類に関する監査業務を組織的に行うことを目的として、公認会計士が共
同して、公認会計士法に基づいて設立した法人 

• 非監査業務も行なっている

8
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（１）監査法人の組織 

 

監査法人は、５人以上の公認会計士を含む者の出資によって設立され、出資を行った

者は社員（パートナー）となって監査法人の経営に直接関与し、相互に監視することに

よって組織の規律を確保することを基本としている。監査法人にはそのような社員だけ

で構成されるものもあるが、一定の規模を持つ場合には、公認会計士（監査法人の社員

となるための出資を行っていない公認会計士）や公認会計士試験合格者（公認会計士試

験に合格しているが、実務補習や業務補助を経て、公認会計士として登録するに至って

いない者）、各種専門家等を職員として雇用しているのが通常である。 

かつて監査法人の社員は、公認会計士に限られていた。しかし、現代の高度化した経

済社会において、監査法人の適切な業務運営を確保し、実効性のある組織的監査を実施

していくためには、経営、法律、IT、年金数理等を含めた広範な知識と経験が社員に求

められている。そのため平成 19 年の法改正により、公認会計士でない者にも監査法人の

社員資格を認める「特定社員制度」が創設された。ただし、監査法人に特定社員が加入

する場合には、監査法人の社員のうち公認会計士である社員が、社員全体の 75％以上を

占めなければならない。令和３年度の大手監査法人の社員合計 1,951 人のうち、特定社

員は 127 人となっている。 

監査法人の人員構成のイメージは、次のようになる（図表Ⅰ-２-２）。人員の構成状況

については、Ⅲ.監査事務所の運営状況 １. 業務管理態勢 (３）監査法人の構成員の状

況（68 ページ）でより詳しく説明する。 

 

図表Ⅰ-２-２＜監査法人の人員構成イメージ＞ 

 
（資料）池田唯一・三井秀範監修 新しい公認会計士・監査法人監査制度―公正な金融・資本市場の

確保に向けて―（第一法規、平成 21 年）55 ページの図を参考に、審査会作成 

 

 大手監査法人 準大手監査法人 中小監査法人 

社員数 約 170 人～約 600 人 約 30 人～100 人弱 ～約 40 人 

常勤職員数 約 2,800 人～約 6,600 人 約 200 人～800 人強 ～約 90 人 

（注）監査法人の規模別の特徴については、図表Ⅲ-１-３＜監査法人の規模別の特徴＞（61 ページ）

を参照のこと。 

 

監査法人 

職員 

社員 公認会計士 

公認会計士試験合格者 

その他の専門職員 

事務職員 

公認会計士である社員 

特定社員 

 

（公認会計士・監査審査会『令和5年モニタリングレポート』, p.16）



公認会計士・監査審査会

一般からの情報の受付等

審査会のシンボルマーク

　審査会では、資料・情報収集の一環として、広く一般の皆様から情報を受け付けるために、情報受付窓
口を設置しています。公認会計士・監査法人の監査業務に関する情報や公認会計士試験の実施に関する情
報等をお持ちの方は、Ｅメール、ファックス、郵送によりご連絡ください。寄せられた情報は、審査会の業
務を行う上で、有用な情報として活用しています。

　審査会のシンボルマークは、青い丸で表した資本市場に審査会
が新しい風を吹き込むことによって、資本市場の透明性が段々と
高まっていくというイメージを、青い丸の右側を透明にすることで
表現しています。

Eメール：cpaaob@fsa.go.jp
F A X ：03-5251-7241 （24 時間受付）
郵　送： 〒100-8905　東京都千代田区霞が関 3-2-1 中央合同庁舎第 7号館

公認会計士・監査審査会事務局 総務試験課 情報受付窓口 宛　　　　

公認会計士・監査審査会　情報受付窓口

　また、審査会では、公益通報者保護法に基づく公益通報に関する専用の窓口を設置し、電話による相談の
対応も行っています。公認会計士法に規定する罪の犯罪行為の事実等で、審査会が処分又は勧告等を行う権
限を有するものについて通報されたい方は、Eメール又は郵送によりご連絡ください。また、公益通報について、
相談されたい方は、Ｅメール、郵送又は電話によりご連絡ください。

Eメール：cpaaob.kouekitsuho@fsa.go.jp
郵    送： 〒100-8905　東京都千代田区霞が関 3-2-1 中央合同庁舎第 7号館

 公認会計士・監査審査会事務局 総務試験課 公益通報・相談窓口（通報） 宛

公認会計士・監査審査会　公益通報・相談窓口

TEL 03－3506－6000（代表）
URL https://www.fsa.go.jp/cpaaob/index.html ※本パンフレットは、令和元年 10月に作成したものです。

（直ちに通報されたい方）

Eメール：cpaaob.kouekisoudan@fsa.go.jp
郵    送： 〒100-8905　東京都千代田区霞が関 3-2-1 中央合同庁舎第 7 号館

 公認会計士・監査審査会事務局 総務試験課 公益通報・相談窓口（相談） 
宛T  E  L ：03-3506-6000 （受付時間：平日 9:30 ～ 18:15）

（まずは相談されたい方）

監査法人(2)
• 監査法人の分類 
• 大手監査法人(4)、準大手監査法人(5)、中小監査法人(267)

9

（公認会計士・監査審査会『令和5年モニタリングレポート』, p.16）

※中小規模監査事務所(2,398):中小監査法人(267)、共同事務所(54)、個人事務所(2,077)
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（１）監査法人の組織 

 

監査法人は、５人以上の公認会計士を含む者の出資によって設立され、出資を行った

者は社員（パートナー）となって監査法人の経営に直接関与し、相互に監視することに

よって組織の規律を確保することを基本としている。監査法人にはそのような社員だけ

で構成されるものもあるが、一定の規模を持つ場合には、公認会計士（監査法人の社員

となるための出資を行っていない公認会計士）や公認会計士試験合格者（公認会計士試

験に合格しているが、実務補習や業務補助を経て、公認会計士として登録するに至って

いない者）、各種専門家等を職員として雇用しているのが通常である。 

かつて監査法人の社員は、公認会計士に限られていた。しかし、現代の高度化した経

済社会において、監査法人の適切な業務運営を確保し、実効性のある組織的監査を実施

していくためには、経営、法律、IT、年金数理等を含めた広範な知識と経験が社員に求

められている。そのため平成 19 年の法改正により、公認会計士でない者にも監査法人の

社員資格を認める「特定社員制度」が創設された。ただし、監査法人に特定社員が加入

する場合には、監査法人の社員のうち公認会計士である社員が、社員全体の 75％以上を

占めなければならない。令和３年度の大手監査法人の社員合計 1,951 人のうち、特定社

員は 127 人となっている。 

監査法人の人員構成のイメージは、次のようになる（図表Ⅰ-２-２）。人員の構成状況

については、Ⅲ.監査事務所の運営状況 １. 業務管理態勢 (３）監査法人の構成員の状

況（68 ページ）でより詳しく説明する。 

 

図表Ⅰ-２-２＜監査法人の人員構成イメージ＞ 

 
（資料）池田唯一・三井秀範監修 新しい公認会計士・監査法人監査制度―公正な金融・資本市場の

確保に向けて―（第一法規、平成 21 年）55 ページの図を参考に、審査会作成 

 

 大手監査法人 準大手監査法人 中小監査法人 

社員数 約 170 人～約 600 人 約 30 人～100 人弱 ～約 40 人 

常勤職員数 約 2,800 人～約 6,600 人 約 200 人～800 人強 ～約 90 人 

（注）監査法人の規模別の特徴については、図表Ⅲ-１-３＜監査法人の規模別の特徴＞（61 ページ）

を参照のこと。 

 

監査法人 

職員 

社員 公認会計士 

公認会計士試験合格者 

その他の専門職員 

事務職員 

公認会計士である社員 

特定社員 

 



公認会計士・監査審査会

一般からの情報の受付等

審査会のシンボルマーク

　審査会では、資料・情報収集の一環として、広く一般の皆様から情報を受け付けるために、情報受付窓
口を設置しています。公認会計士・監査法人の監査業務に関する情報や公認会計士試験の実施に関する情
報等をお持ちの方は、Ｅメール、ファックス、郵送によりご連絡ください。寄せられた情報は、審査会の業
務を行う上で、有用な情報として活用しています。

　審査会のシンボルマークは、青い丸で表した資本市場に審査会
が新しい風を吹き込むことによって、資本市場の透明性が段々と
高まっていくというイメージを、青い丸の右側を透明にすることで
表現しています。

Eメール：cpaaob@fsa.go.jp
F A X ：03-5251-7241 （24 時間受付）
郵　送： 〒100-8905　東京都千代田区霞が関 3-2-1 中央合同庁舎第 7号館

公認会計士・監査審査会事務局 総務試験課 情報受付窓口 宛　　　　

公認会計士・監査審査会　情報受付窓口

　また、審査会では、公益通報者保護法に基づく公益通報に関する専用の窓口を設置し、電話による相談の
対応も行っています。公認会計士法に規定する罪の犯罪行為の事実等で、審査会が処分又は勧告等を行う権
限を有するものについて通報されたい方は、Eメール又は郵送によりご連絡ください。また、公益通報について、
相談されたい方は、Ｅメール、郵送又は電話によりご連絡ください。

Eメール：cpaaob.kouekitsuho@fsa.go.jp
郵    送： 〒100-8905　東京都千代田区霞が関 3-2-1 中央合同庁舎第 7号館

 公認会計士・監査審査会事務局 総務試験課 公益通報・相談窓口（通報） 宛

公認会計士・監査審査会　公益通報・相談窓口

TEL 03－3506－6000（代表）
URL https://www.fsa.go.jp/cpaaob/index.html ※本パンフレットは、令和元年 10月に作成したものです。

（直ちに通報されたい方）

Eメール：cpaaob.kouekisoudan@fsa.go.jp
郵    送： 〒100-8905　東京都千代田区霞が関 3-2-1 中央合同庁舎第 7 号館

 公認会計士・監査審査会事務局 総務試験課 公益通報・相談窓口（相談） 
宛T  E  L ：03-3506-6000 （受付時間：平日 9:30 ～ 18:15）

（まずは相談されたい方）

監査法人(3)
• 大手監査法人の職階

10

（公認会計士・監査審査会『令和5年モニタリングレポート』, p.17）
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現在では、大手上場国内会社を中心とする企業活動の複雑化・国際化に対応して監査

法人の大規模化が進展し、大手上場国内会社やこれに類する大企業の監査の大部分を担

う大手監査法人は、所属する人員が数千人を超え、また、それに続く準大手監査法人で

も 200 人を超える規模となっている。 

また、監査法人の規模が大きくなると、職員の能力や経験等により、監査法人の内部

に職階を設けて組織運営を行うことが必要になる（図表Ⅰ-２-３）。職員はスタッフ、シ

ニアスタッフからマネージャー、シニアマネージャーを経て、選考の上、社員（パート

ナー）に登用されることが一般的である。なお、近年大手監査法人を中心に、監査アシ

スタント（公認会計士等の財務諸表監査に関連する資格を有さない職員）の採用数を増

加させることで、公認会計士の業務負担を軽減させ、公認会計士が専門的な判断を要す

る業務に注力できるようにする施策を講じている事例もみられている。 

近年における監査法人の規模の拡大と組織運営の複雑化は、監査品質を確保すること

の難しさをますます顕在化させている。このような状況を踏まえて、平成 29 年３月に

「監査法人の組織的な運営に関する原則」（監査法人のガバナンス・コード）が策定され、

大手監査法人・準大手監査法人を中心に採用されている。 

 
図表Ⅰ-２-３＜大手監査法人の職階イメージ＞

 
（注）詳細は Ⅲ．監査事務所の運営状況 １．業務管理態勢（４）監査業務を実施する組織体制（72 ページ） 及

び （５）監査業務をサポートする組織体制（75 ページ）を参照のこと。 

 

（２）監査事務所の品質管理体制の整備と対応状況 

 

監査品質を確保するためには、社員による監査業務の適正な執行の基礎となる適切な

品質管理体制の整備・運用が重要となる。 

「監査に関する品質管理基準」は監査証明業務を対象として平成 17 年に策定されたも

のであるが、監査法人に業務管理体制の一環として品質管理の整備が求められる対象業

務は、監査証明業務に限られず、監査法人の業務全般を含むものと解される。したがっ

て、監査法人は、監査証明業務以外の業務についても、業務に関する職業倫理の遵守等

スタッフ  

上位者の指導･監督の下、監査業務の

実作業を行う。経験に応じ中小規模

被監査会社の監査チームの統括 

役割 

求め 

られる 

スキル 

監査チームの統括 

監査実務及び会計・監査に関

する専門知識の習得 

スタッフの指導・育成や被監査

会社との調整等の業務管理能

力、問題解決能力 

 
シニア 

スタッフ 

主な 

研修 
 

 

会計監査年次研修・不正対応研修・グローバル関連研修等 

 
マネジメント研修・専門領域別研修等 

 パートナー 

監査手続関連研修等 

監査業務全体

の統括や法人

の経営に関与 

責任者として

高度な能力 

シニア 

マネージャー 
マネージャー 



公認会計士・監査審査会

一般からの情報の受付等

審査会のシンボルマーク

　審査会では、資料・情報収集の一環として、広く一般の皆様から情報を受け付けるために、情報受付窓
口を設置しています。公認会計士・監査法人の監査業務に関する情報や公認会計士試験の実施に関する情
報等をお持ちの方は、Ｅメール、ファックス、郵送によりご連絡ください。寄せられた情報は、審査会の業
務を行う上で、有用な情報として活用しています。

　審査会のシンボルマークは、青い丸で表した資本市場に審査会
が新しい風を吹き込むことによって、資本市場の透明性が段々と
高まっていくというイメージを、青い丸の右側を透明にすることで
表現しています。

Eメール：cpaaob@fsa.go.jp
F A X ：03-5251-7241 （24 時間受付）
郵　送： 〒100-8905　東京都千代田区霞が関 3-2-1 中央合同庁舎第 7号館

公認会計士・監査審査会事務局 総務試験課 情報受付窓口 宛　　　　

公認会計士・監査審査会　情報受付窓口

　また、審査会では、公益通報者保護法に基づく公益通報に関する専用の窓口を設置し、電話による相談の
対応も行っています。公認会計士法に規定する罪の犯罪行為の事実等で、審査会が処分又は勧告等を行う権
限を有するものについて通報されたい方は、Eメール又は郵送によりご連絡ください。また、公益通報について、
相談されたい方は、Ｅメール、郵送又は電話によりご連絡ください。

Eメール：cpaaob.kouekitsuho@fsa.go.jp
郵    送： 〒100-8905　東京都千代田区霞が関 3-2-1 中央合同庁舎第 7号館

 公認会計士・監査審査会事務局 総務試験課 公益通報・相談窓口（通報） 宛

公認会計士・監査審査会　公益通報・相談窓口

TEL 03－3506－6000（代表）
URL https://www.fsa.go.jp/cpaaob/index.html ※本パンフレットは、令和元年 10月に作成したものです。

（直ちに通報されたい方）

Eメール：cpaaob.kouekisoudan@fsa.go.jp
郵    送： 〒100-8905　東京都千代田区霞が関 3-2-1 中央合同庁舎第 7 号館

 公認会計士・監査審査会事務局 総務試験課 公益通報・相談窓口（相談） 
宛T  E  L ：03-3506-6000 （受付時間：平日 9:30 ～ 18:15）

（まずは相談されたい方）

公認会計士・監査審査会(1)
• 公認会計士法に基づき平成16年（2004年）4月１日に設置 

• 業務内容 

• 「品質管理レビュー」に対する審査及び検査 

• 公認会計士試験の実施 

• 公認会計士に対する懲戒処分等の調査審議
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公認会計士・監査審査会

一般からの情報の受付等

審査会のシンボルマーク

　審査会では、資料・情報収集の一環として、広く一般の皆様から情報を受け付けるために、情報受付窓
口を設置しています。公認会計士・監査法人の監査業務に関する情報や公認会計士試験の実施に関する情
報等をお持ちの方は、Ｅメール、ファックス、郵送によりご連絡ください。寄せられた情報は、審査会の業
務を行う上で、有用な情報として活用しています。

　審査会のシンボルマークは、青い丸で表した資本市場に審査会
が新しい風を吹き込むことによって、資本市場の透明性が段々と
高まっていくというイメージを、青い丸の右側を透明にすることで
表現しています。

Eメール：cpaaob@fsa.go.jp
F A X ：03-5251-7241 （24 時間受付）
郵　送： 〒100-8905　東京都千代田区霞が関 3-2-1 中央合同庁舎第 7号館

公認会計士・監査審査会事務局 総務試験課 情報受付窓口 宛　　　　

公認会計士・監査審査会　情報受付窓口

　また、審査会では、公益通報者保護法に基づく公益通報に関する専用の窓口を設置し、電話による相談の
対応も行っています。公認会計士法に規定する罪の犯罪行為の事実等で、審査会が処分又は勧告等を行う権
限を有するものについて通報されたい方は、Eメール又は郵送によりご連絡ください。また、公益通報について、
相談されたい方は、Ｅメール、郵送又は電話によりご連絡ください。

Eメール：cpaaob.kouekitsuho@fsa.go.jp
郵    送： 〒100-8905　東京都千代田区霞が関 3-2-1 中央合同庁舎第 7号館

 公認会計士・監査審査会事務局 総務試験課 公益通報・相談窓口（通報） 宛

公認会計士・監査審査会　公益通報・相談窓口

TEL 03－3506－6000（代表）
URL https://www.fsa.go.jp/cpaaob/index.html ※本パンフレットは、令和元年 10月に作成したものです。

（直ちに通報されたい方）

Eメール：cpaaob.kouekisoudan@fsa.go.jp
郵    送： 〒100-8905　東京都千代田区霞が関 3-2-1 中央合同庁舎第 7 号館

 公認会計士・監査審査会事務局 総務試験課 公益通報・相談窓口（相談） 
宛T  E  L ：03-3506-6000 （受付時間：平日 9:30 ～ 18:15）

（まずは相談されたい方）

公認会計士・監査審査会(2)
• 素朴な疑問：公認会計士による財務諸表監査は常に適切に行われるのか？ 

• 人間が行うことに100％はない 

• 個人（公認会計士）の問題 

• 組織（監査法人）の問題 

• 監査の質を保証する 

• 金融庁、公認会計士・監査審査会、日本公認会計士協会の取り組み 

• 公認会計士・監査審査会の役割
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公認会計士・監査審査会

一般からの情報の受付等

審査会のシンボルマーク

　審査会では、資料・情報収集の一環として、広く一般の皆様から情報を受け付けるために、情報受付窓
口を設置しています。公認会計士・監査法人の監査業務に関する情報や公認会計士試験の実施に関する情
報等をお持ちの方は、Ｅメール、ファックス、郵送によりご連絡ください。寄せられた情報は、審査会の業
務を行う上で、有用な情報として活用しています。

　審査会のシンボルマークは、青い丸で表した資本市場に審査会
が新しい風を吹き込むことによって、資本市場の透明性が段々と
高まっていくというイメージを、青い丸の右側を透明にすることで
表現しています。

Eメール：cpaaob@fsa.go.jp
F A X ：03-5251-7241 （24 時間受付）
郵　送： 〒100-8905　東京都千代田区霞が関 3-2-1 中央合同庁舎第 7号館

公認会計士・監査審査会事務局 総務試験課 情報受付窓口 宛　　　　

公認会計士・監査審査会　情報受付窓口

　また、審査会では、公益通報者保護法に基づく公益通報に関する専用の窓口を設置し、電話による相談の
対応も行っています。公認会計士法に規定する罪の犯罪行為の事実等で、審査会が処分又は勧告等を行う権
限を有するものについて通報されたい方は、Eメール又は郵送によりご連絡ください。また、公益通報について、
相談されたい方は、Ｅメール、郵送又は電話によりご連絡ください。

Eメール：cpaaob.kouekitsuho@fsa.go.jp
郵    送： 〒100-8905　東京都千代田区霞が関 3-2-1 中央合同庁舎第 7号館

 公認会計士・監査審査会事務局 総務試験課 公益通報・相談窓口（通報） 宛

公認会計士・監査審査会　公益通報・相談窓口

TEL 03－3506－6000（代表）
URL https://www.fsa.go.jp/cpaaob/index.html ※本パンフレットは、令和元年 10月に作成したものです。

（直ちに通報されたい方）

Eメール：cpaaob.kouekisoudan@fsa.go.jp
郵    送： 〒100-8905　東京都千代田区霞が関 3-2-1 中央合同庁舎第 7 号館

 公認会計士・監査審査会事務局 総務試験課 公益通報・相談窓口（相談） 
宛T  E  L ：03-3506-6000 （受付時間：平日 9:30 ～ 18:15）

（まずは相談されたい方）

公認会計士・監査審査会(3)
• 金融庁、公認会計士・監査審査会、日本公認会計士協会、監査事務所の関係
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35 

 

 

Ⅱ．審査会によるモニタリング 
 

１．制度の概要及び実施状況 
 

（１）審査会の法的位置付け 
 

審査会は、法第 35条第１項及び金融庁設置法第６条第２項に基づき、平成 16 年４

月に金融庁に設置された合議制の行政機関であり、会長及び９人以内の委員4により

構成される（任期３年）。委員は非常勤であるが、委員のうち１人を常勤とすることが

できる。 

 

審査会は、協会の品質管理レビューに関する報告の受理・審査や、協会及び監査事

務所等に対する報告徴収及び検査を行う。検査等の結果、必要と認める場合には、金

融庁長官に対して行政処分その他の措置を求める勧告を行う。 

 

（２）審査会による審査、報告徴収及び検査の概要 

 

図表Ⅱ-１-１は、審査会による審査、報告徴収及び検査と、協会の品質管理レビュ

ー、金融庁による行政処分等の関係を示している。 

審査会は、協会から品質管理レビューの状況報告を受け（①）、協会の品質管理レビ

ューが適切に行われているか、監査事務所の監査業務が適切に行われているかを審査

し（②）、必要があると認める場合には、協会や監査事務所等に対して報告徴収や立入

検査を実施している（③）。検査等の結果、必要があると認めるときは、行政処分その

他の措置について金融庁長官に勧告する（④）。 

 

図表Ⅱ-１-１＜審査会による審査、報告徴収及び検査のスキーム＞ 

 

                             
4 公認会計士に関する事項について理解及び識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て内閣総理大臣から任命さ

れる。 

③報告徴収、検査

②審査

④勧告

行政処分その他の措置

①品質管理レビュー

の報告

品質管理レビュー

の実施

公認会計士・監査審査会

日本公認会計士協会 監査事務所

金融庁

（公認会計士・監査審査会『令和5年モニタリングレポート』, p.33）

①協会から品質管理レビューの報告
を受ける。 
②品質管理レビューが適切に行われ
ているか、監査事務所の監査業務が
適切に行われているかを審査。  
③必要と認める場合には、協会や監
査事務所等に対して報告徴収や立入
検査を実施。 
④必要があると認めるときは、行政
処分その他の措置について金融庁長
官に勧告。



公認会計士・監査審査会

一般からの情報の受付等

審査会のシンボルマーク

　審査会では、資料・情報収集の一環として、広く一般の皆様から情報を受け付けるために、情報受付窓
口を設置しています。公認会計士・監査法人の監査業務に関する情報や公認会計士試験の実施に関する情
報等をお持ちの方は、Ｅメール、ファックス、郵送によりご連絡ください。寄せられた情報は、審査会の業
務を行う上で、有用な情報として活用しています。

　審査会のシンボルマークは、青い丸で表した資本市場に審査会
が新しい風を吹き込むことによって、資本市場の透明性が段々と
高まっていくというイメージを、青い丸の右側を透明にすることで
表現しています。

Eメール：cpaaob@fsa.go.jp
F A X ：03-5251-7241 （24 時間受付）
郵　送： 〒100-8905　東京都千代田区霞が関 3-2-1 中央合同庁舎第 7号館

公認会計士・監査審査会事務局 総務試験課 情報受付窓口 宛　　　　

公認会計士・監査審査会　情報受付窓口

　また、審査会では、公益通報者保護法に基づく公益通報に関する専用の窓口を設置し、電話による相談の
対応も行っています。公認会計士法に規定する罪の犯罪行為の事実等で、審査会が処分又は勧告等を行う権
限を有するものについて通報されたい方は、Eメール又は郵送によりご連絡ください。また、公益通報について、
相談されたい方は、Ｅメール、郵送又は電話によりご連絡ください。

Eメール：cpaaob.kouekitsuho@fsa.go.jp
郵    送： 〒100-8905　東京都千代田区霞が関 3-2-1 中央合同庁舎第 7号館

 公認会計士・監査審査会事務局 総務試験課 公益通報・相談窓口（通報） 宛

公認会計士・監査審査会　公益通報・相談窓口

TEL 03－3506－6000（代表）
URL https://www.fsa.go.jp/cpaaob/index.html ※本パンフレットは、令和元年 10月に作成したものです。

（直ちに通報されたい方）

Eメール：cpaaob.kouekisoudan@fsa.go.jp
郵    送： 〒100-8905　東京都千代田区霞が関 3-2-1 中央合同庁舎第 7 号館

 公認会計士・監査審査会事務局 総務試験課 公益通報・相談窓口（相談） 
宛T  E  L ：03-3506-6000 （受付時間：平日 9:30 ～ 18:15）

（まずは相談されたい方）

公認会計士試験制度の概要

公認会計士試験の実施
審査会は、公認会計士法に基づき、国家試験である公認会計士試験を行うこととされています。具体的には、審査
会は試験の日程や出題範囲等、試験の実施に必要な事項を定めるとともに、試験問題の作成・採点、合否の決定、
受験の禁止等を行い（試験監督等の試験実施事務は各財務局長等に委任しています。）、公認会計士試験の公正
かつ円滑な運営に取り組んでいます。

　公認会計士試験は、年齢、学歴等にかかわらず、どなたでも受験できます。公認会計士試験は以下のとおり、
年２回（１２月・５月）の短答式試験と年１回（８月）の論文式試験からなり、１１月の試験合格後、実務補習と３年以
上の実務経験を経て、登録を行うことにより、公認会計士として働くことができます。

最近の公認会計士試験の状況
　平成２８年試験以降、願書提出者及び合格者は増加傾向が続いています。
　ここ数年、２５歳未満の合格者が全体の６割を超えており、合格者の若年化が進んでいます。また、女性の願書提
出者及び合格者も増加傾向が続いており、女性の合格者が３００名を超える年も増えています。

願書提出者
　（A）※

11,032 人
11,742 人
12,532 人
13,231 人
14,192 人

3,306 人
3,678 人
3,792 人
3,719 人
3,992 人

1,231 人
1,305 人
1,337 人
1,335 人
1,360 人

662人
803人
793人
806人
885人

242人
266人
315人
328人
297人

論文式受験者
 （B）

合格者
 （C） うち、25歳未満

の合格者
うち、女性の
合格者 （C）/（A） （C）/（B）

11.2%
11.1%
10.7%
10.1%
9.6%

37.2%
35.5%
35.3%
35.9%
34.1%

合格率

平成29年

平成30年
令和元年
令和2年
令和3年

年　別

※１　合格者は、翌年及び翌々年の２年間、短答式試験の受験が免除されます。
※２　不合格になった場合でも、一定の成績を得た科目については、翌年及び翌々年の２年間、当該科目の受験が免除されます。
※３　実務経験は、試験合格の前後を問いません。令和４年改正公認会計士法施行前は２年以上。

※　願書提出者の人数は、短答式試験の第Ⅰ回及び第Ⅱ回のいずれにも願書を提出した者は名寄せして集計しています。

　平成２９年公認会計士試験第Ⅰ回短答式試験から、インターネット出願が可能となりました。令和４年試験に
おけるインターネット出願の利用率は、約９割となっています。
　インターネット出願の場合、添付書類の提出は不要となり、受験手数料はペイジー（Pay-easy） による
ATM等からの電子納付となることから、非常に便利です。

公認会計士試験のインターネット出願について

公認会計士試験合格者

5

審査会が実施

短
答
式
試
験

論
文
式
試
験

修
了
考
査

登
　録

実務経験
（３年以上）

実務補習
（単位取得）

会計教育研修機構及び
日本公認会計士協会が実施

※1 ※2

※3

公認会計士試験制度(1)

14

財務会計論 
管理会計論 
監査論 
企業法

（『公認会計士・監査審査会(2023)』, p.5）
（必修科目）　（選択科目：1科目） 
　会計学　　　　経営学 
　監査論　　　　経済学 
　企業法　　　　民法 
　租税法　　　　統計学

会計理論：実務 
監査理論：実務 
税務理論：実務 
経営理論：実務 
職業倫理



公認会計士・監査審査会

一般からの情報の受付等

審査会のシンボルマーク

　審査会では、資料・情報収集の一環として、広く一般の皆様から情報を受け付けるために、情報受付窓
口を設置しています。公認会計士・監査法人の監査業務に関する情報や公認会計士試験の実施に関する情
報等をお持ちの方は、Ｅメール、ファックス、郵送によりご連絡ください。寄せられた情報は、審査会の業
務を行う上で、有用な情報として活用しています。

　審査会のシンボルマークは、青い丸で表した資本市場に審査会
が新しい風を吹き込むことによって、資本市場の透明性が段々と
高まっていくというイメージを、青い丸の右側を透明にすることで
表現しています。

Eメール：cpaaob@fsa.go.jp
F A X ：03-5251-7241 （24 時間受付）
郵　送： 〒100-8905　東京都千代田区霞が関 3-2-1 中央合同庁舎第 7号館

公認会計士・監査審査会事務局 総務試験課 情報受付窓口 宛　　　　

公認会計士・監査審査会　情報受付窓口

　また、審査会では、公益通報者保護法に基づく公益通報に関する専用の窓口を設置し、電話による相談の
対応も行っています。公認会計士法に規定する罪の犯罪行為の事実等で、審査会が処分又は勧告等を行う権
限を有するものについて通報されたい方は、Eメール又は郵送によりご連絡ください。また、公益通報について、
相談されたい方は、Ｅメール、郵送又は電話によりご連絡ください。

Eメール：cpaaob.kouekitsuho@fsa.go.jp
郵    送： 〒100-8905　東京都千代田区霞が関 3-2-1 中央合同庁舎第 7号館

 公認会計士・監査審査会事務局 総務試験課 公益通報・相談窓口（通報） 宛

公認会計士・監査審査会　公益通報・相談窓口

TEL 03－3506－6000（代表）
URL https://www.fsa.go.jp/cpaaob/index.html ※本パンフレットは、令和元年 10月に作成したものです。

（直ちに通報されたい方）

Eメール：cpaaob.kouekisoudan@fsa.go.jp
郵    送： 〒100-8905　東京都千代田区霞が関 3-2-1 中央合同庁舎第 7 号館

 公認会計士・監査審査会事務局 総務試験課 公益通報・相談窓口（相談） 
宛T  E  L ：03-3506-6000 （受付時間：平日 9:30 ～ 18:15）

（まずは相談されたい方）

公認会計士試験制度(3) 令和４年まで
• 公認会計士試験合格者

15

C/A C/B
平成29年 11,032 3,306 1,231 11.2% 37.2%
平成30年 11,742 3,678 1,305 11.1% 35.5%
令和元年 12,532 3,792 1,337 10.7% 35.3%
令和2年 13,231 3,719 1,335 10.1% 35.9%
令和3年 14,192 3,992 1,360 9.6% 34.1%
令和4年 18,789 4,067 1,456 7.7% 35.8%
合計 81,518 22,554 8,024 9.8% 35.6%

年別 合格率出願者
A

論文式受験者
B

合格者
C



公認会計士・監査審査会

一般からの情報の受付等

審査会のシンボルマーク

　審査会では、資料・情報収集の一環として、広く一般の皆様から情報を受け付けるために、情報受付窓
口を設置しています。公認会計士・監査法人の監査業務に関する情報や公認会計士試験の実施に関する情
報等をお持ちの方は、Ｅメール、ファックス、郵送によりご連絡ください。寄せられた情報は、審査会の業
務を行う上で、有用な情報として活用しています。

　審査会のシンボルマークは、青い丸で表した資本市場に審査会
が新しい風を吹き込むことによって、資本市場の透明性が段々と
高まっていくというイメージを、青い丸の右側を透明にすることで
表現しています。

Eメール：cpaaob@fsa.go.jp
F A X ：03-5251-7241 （24 時間受付）
郵　送： 〒100-8905　東京都千代田区霞が関 3-2-1 中央合同庁舎第 7号館

公認会計士・監査審査会事務局 総務試験課 情報受付窓口 宛　　　　

公認会計士・監査審査会　情報受付窓口

　また、審査会では、公益通報者保護法に基づく公益通報に関する専用の窓口を設置し、電話による相談の
対応も行っています。公認会計士法に規定する罪の犯罪行為の事実等で、審査会が処分又は勧告等を行う権
限を有するものについて通報されたい方は、Eメール又は郵送によりご連絡ください。また、公益通報について、
相談されたい方は、Ｅメール、郵送又は電話によりご連絡ください。

Eメール：cpaaob.kouekitsuho@fsa.go.jp
郵    送： 〒100-8905　東京都千代田区霞が関 3-2-1 中央合同庁舎第 7号館

 公認会計士・監査審査会事務局 総務試験課 公益通報・相談窓口（通報） 宛

公認会計士・監査審査会　公益通報・相談窓口

TEL 03－3506－6000（代表）
URL https://www.fsa.go.jp/cpaaob/index.html ※本パンフレットは、令和元年 10月に作成したものです。

（直ちに通報されたい方）

Eメール：cpaaob.kouekisoudan@fsa.go.jp
郵    送： 〒100-8905　東京都千代田区霞が関 3-2-1 中央合同庁舎第 7 号館

 公認会計士・監査審査会事務局 総務試験課 公益通報・相談窓口（相談） 
宛T  E  L ：03-3506-6000 （受付時間：平日 9:30 ～ 18:15）

（まずは相談されたい方）

公認会計士試験制度(4) 令和4年
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合格者データ

年　別 出願者数
A

論文式受験者数
B

合格者数
C

合格率
C/A C/B

令和２年 13,231人 3,719人 1,335人 10.1％ 35.9％

令和３年 14,192人 3,992人 1,360人  9.6％ 34.1％

令和４年 18,789人 4,067人 1,456人  7.7％ 35.8％

専修学校生・
受験予備校生
7.9%

社会人
13.3%

その他
20.6%

学生
58.2%

20歳未満
1.4%

20歳以上
25歳未満
63.8%

25歳以上
30歳未満
23.1%

30歳以上
35歳未満
8.0%

35歳以上
3.6%

　25歳未満の合格者が全体の６割を超えている一方で、社会人を中
心とした30歳以上の合格者も毎年１割程度を占めています。
　なお、合格者の最低年齢は17歳、最高年齢は58歳であり、幅広い
年齢層の方が合格しています。

　ここ数年の25歳未満の合格者数は増加傾向が認められ、「合格者の
若年化」が進んでいる状況です。
　令和４年試験の合格者の平均年齢は24.4歳であり、これまでの公
認会計士試験において最も低い水準でした。

　ここ数年の公認会計士試験の出願者数及び合格者数は増加が続いている状況です。
　令和４年試験では、合格者数が11年ぶりに1,400人を超える高水準となりました。

　合格者の半数以上を学生が占めています。
　大学生の場合、経済学部、商学部、経営学部の合格者が多いですが、
法学部や理系学部等の方も合格しています。
　社会人の場合、経理経験のある方や会計とは全く関連のない公務員
の方など、様々な経歴の方が合格しています。

　ここ数年の学生の合格者数も増加傾向が認められます。
　学生の中には、一般事業会社への就職活動を行っている方、ゼミ・
サークル等の活動へ積極的に取り組んでいる方も合格しています。

年齢別合格者構成比（令和４年試験）

合格者に占める25歳未満の推移

職業別合格者構成比（令和４年試験）

注： 構成比の合計は
端数処理により
100％にならない
場合があります。

合格者に占める学生の推移

澤
さわ

 太
たいせい

誠さん
令和元年試験合格
監査法人勤務

先輩からのメッセージ－AIやITを活用した未来の監査に向けて日々挑戦しています－
●公認会計士を目指したきっかけを教えてください。
　大学で受講した法学系講義の教授が会計専門職大学院で企業法を担当されていて、公認会計士試験に関す
る内容や合格後の働き方などについて、様々なお話を伺う中で興味を持ったことがきっかけです。
　もともと株式投資が好きで、企業の株主総会招集通知や有価証券報告書を読むことにも興味があり、様々な
企業のビジネスを理解できる監査の仕事は、好奇心旺盛な自分の性格にも合っていると感じました。

●現在の業務内容について教えてください。
　私は会計監査事業部とIT監査部を兼務し、会計＋ITの両方のスキルを持った二刀流会計士を目指すべく、双
方の業務に関与しています。
　これからの時代はAIやデータを活用した監査が広まると思いますが、その先取りとしてビジネスにおけるIT活
用状況の理解やデータ分析手法の設計、監査手続効率化に向けたツール活用等の業務に従事しているので、未
来の監査の実現に近づいていることを実感でき、とてもやりがいを感じています。

■合格者総数
■ 25歳未満の合格者数

2,000

1,000

0

（人）

令和２年 令和３年

1,335 1,360

（65.1%）（65.1%）
885

（60.4%）（60.4%）
806

令和４年

1,456

（65.2%）（65.2%）
950

■合格者総数
■学生の合格者数

2,000

1,000

0

（人）

令和２年 令和３年

1,335 1,360

（59.4%）（59.4%）
808

（55.4%）（55.4%）
740

令和４年

1,456

（58.2%）（58.2%）
848

（『公認会計士試験パンフレット(2023)』, p.4）



公認会計士・監査審査会

一般からの情報の受付等

審査会のシンボルマーク

　審査会では、資料・情報収集の一環として、広く一般の皆様から情報を受け付けるために、情報受付窓
口を設置しています。公認会計士・監査法人の監査業務に関する情報や公認会計士試験の実施に関する情
報等をお持ちの方は、Ｅメール、ファックス、郵送によりご連絡ください。寄せられた情報は、審査会の業
務を行う上で、有用な情報として活用しています。

　審査会のシンボルマークは、青い丸で表した資本市場に審査会
が新しい風を吹き込むことによって、資本市場の透明性が段々と
高まっていくというイメージを、青い丸の右側を透明にすることで
表現しています。

Eメール：cpaaob@fsa.go.jp
F A X ：03-5251-7241 （24 時間受付）
郵　送： 〒100-8905　東京都千代田区霞が関 3-2-1 中央合同庁舎第 7号館

公認会計士・監査審査会事務局 総務試験課 情報受付窓口 宛　　　　

公認会計士・監査審査会　情報受付窓口

　また、審査会では、公益通報者保護法に基づく公益通報に関する専用の窓口を設置し、電話による相談の
対応も行っています。公認会計士法に規定する罪の犯罪行為の事実等で、審査会が処分又は勧告等を行う権
限を有するものについて通報されたい方は、Eメール又は郵送によりご連絡ください。また、公益通報について、
相談されたい方は、Ｅメール、郵送又は電話によりご連絡ください。

Eメール：cpaaob.kouekitsuho@fsa.go.jp
郵    送： 〒100-8905　東京都千代田区霞が関 3-2-1 中央合同庁舎第 7号館

 公認会計士・監査審査会事務局 総務試験課 公益通報・相談窓口（通報） 宛

公認会計士・監査審査会　公益通報・相談窓口

TEL 03－3506－6000（代表）
URL https://www.fsa.go.jp/cpaaob/index.html ※本パンフレットは、令和元年 10月に作成したものです。

（直ちに通報されたい方）

Eメール：cpaaob.kouekisoudan@fsa.go.jp
郵    送： 〒100-8905　東京都千代田区霞が関 3-2-1 中央合同庁舎第 7 号館

 公認会計士・監査審査会事務局 総務試験課 公益通報・相談窓口（相談） 
宛T  E  L ：03-3506-6000 （受付時間：平日 9:30 ～ 18:15）

（まずは相談されたい方）

公認会計士試験制度(5) 令和4年
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合格者データ

年　別 出願者数
A

論文式受験者数
B

合格者数
C

合格率
C/A C/B

令和２年 13,231人 3,719人 1,335人 10.1％ 35.9％

令和３年 14,192人 3,992人 1,360人  9.6％ 34.1％

令和４年 18,789人 4,067人 1,456人  7.7％ 35.8％

専修学校生・
受験予備校生
7.9%

社会人
13.3%

その他
20.6%

学生
58.2%

20歳未満
1.4%

20歳以上
25歳未満
63.8%

25歳以上
30歳未満
23.1%

30歳以上
35歳未満
8.0%

35歳以上
3.6%

　25歳未満の合格者が全体の６割を超えている一方で、社会人を中
心とした30歳以上の合格者も毎年１割程度を占めています。
　なお、合格者の最低年齢は17歳、最高年齢は58歳であり、幅広い
年齢層の方が合格しています。

　ここ数年の25歳未満の合格者数は増加傾向が認められ、「合格者の
若年化」が進んでいる状況です。
　令和４年試験の合格者の平均年齢は24.4歳であり、これまでの公
認会計士試験において最も低い水準でした。

　ここ数年の公認会計士試験の出願者数及び合格者数は増加が続いている状況です。
　令和４年試験では、合格者数が11年ぶりに1,400人を超える高水準となりました。

　合格者の半数以上を学生が占めています。
　大学生の場合、経済学部、商学部、経営学部の合格者が多いですが、
法学部や理系学部等の方も合格しています。
　社会人の場合、経理経験のある方や会計とは全く関連のない公務員
の方など、様々な経歴の方が合格しています。

　ここ数年の学生の合格者数も増加傾向が認められます。
　学生の中には、一般事業会社への就職活動を行っている方、ゼミ・
サークル等の活動へ積極的に取り組んでいる方も合格しています。

年齢別合格者構成比（令和４年試験）

合格者に占める25歳未満の推移

職業別合格者構成比（令和４年試験）

注： 構成比の合計は
端数処理により
100％にならない
場合があります。

合格者に占める学生の推移

澤
さわ

 太
たいせい

誠さん
令和元年試験合格
監査法人勤務

先輩からのメッセージ－AIやITを活用した未来の監査に向けて日々挑戦しています－
●公認会計士を目指したきっかけを教えてください。
　大学で受講した法学系講義の教授が会計専門職大学院で企業法を担当されていて、公認会計士試験に関す
る内容や合格後の働き方などについて、様々なお話を伺う中で興味を持ったことがきっかけです。
　もともと株式投資が好きで、企業の株主総会招集通知や有価証券報告書を読むことにも興味があり、様々な
企業のビジネスを理解できる監査の仕事は、好奇心旺盛な自分の性格にも合っていると感じました。

●現在の業務内容について教えてください。
　私は会計監査事業部とIT監査部を兼務し、会計＋ITの両方のスキルを持った二刀流会計士を目指すべく、双
方の業務に関与しています。
　これからの時代はAIやデータを活用した監査が広まると思いますが、その先取りとしてビジネスにおけるIT活
用状況の理解やデータ分析手法の設計、監査手続効率化に向けたツール活用等の業務に従事しているので、未
来の監査の実現に近づいていることを実感でき、とてもやりがいを感じています。

■合格者総数
■ 25歳未満の合格者数

2,000

1,000

0

（人）

令和２年 令和３年

1,335 1,360

（65.1%）（65.1%）
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950

■合格者総数
■学生の合格者数
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（『公認会計士試験パンフレット(2023)』, p.4）



公認会計士・監査審査会

一般からの情報の受付等

審査会のシンボルマーク

　審査会では、資料・情報収集の一環として、広く一般の皆様から情報を受け付けるために、情報受付窓
口を設置しています。公認会計士・監査法人の監査業務に関する情報や公認会計士試験の実施に関する情
報等をお持ちの方は、Ｅメール、ファックス、郵送によりご連絡ください。寄せられた情報は、審査会の業
務を行う上で、有用な情報として活用しています。

　審査会のシンボルマークは、青い丸で表した資本市場に審査会
が新しい風を吹き込むことによって、資本市場の透明性が段々と
高まっていくというイメージを、青い丸の右側を透明にすることで
表現しています。

Eメール：cpaaob@fsa.go.jp
F A X ：03-5251-7241 （24 時間受付）
郵　送： 〒100-8905　東京都千代田区霞が関 3-2-1 中央合同庁舎第 7号館

公認会計士・監査審査会事務局 総務試験課 情報受付窓口 宛　　　　

公認会計士・監査審査会　情報受付窓口

　また、審査会では、公益通報者保護法に基づく公益通報に関する専用の窓口を設置し、電話による相談の
対応も行っています。公認会計士法に規定する罪の犯罪行為の事実等で、審査会が処分又は勧告等を行う権
限を有するものについて通報されたい方は、Eメール又は郵送によりご連絡ください。また、公益通報について、
相談されたい方は、Ｅメール、郵送又は電話によりご連絡ください。

Eメール：cpaaob.kouekitsuho@fsa.go.jp
郵    送： 〒100-8905　東京都千代田区霞が関 3-2-1 中央合同庁舎第 7号館

 公認会計士・監査審査会事務局 総務試験課 公益通報・相談窓口（通報） 宛

公認会計士・監査審査会　公益通報・相談窓口

TEL 03－3506－6000（代表）
URL https://www.fsa.go.jp/cpaaob/index.html ※本パンフレットは、令和元年 10月に作成したものです。

（直ちに通報されたい方）

Eメール：cpaaob.kouekisoudan@fsa.go.jp
郵    送： 〒100-8905　東京都千代田区霞が関 3-2-1 中央合同庁舎第 7 号館

 公認会計士・監査審査会事務局 総務試験課 公益通報・相談窓口（相談） 
宛T  E  L ：03-3506-6000 （受付時間：平日 9:30 ～ 18:15）

（まずは相談されたい方）

会計大学院と公認会計士
• 会計大学院 
• 2005年以降全国に設置された専門職大学院。現在12校ある。 

• 会計大学院の利点 
• 短答式試験4科目のうち3科目（財務会計・管理会計・監査）免除。 
• 会計を基礎から体系的に学ぶことができる。 
• 実践的な科目を学ぶことができる。 
• 公認会計士になってから役立つ知識を学ぶことができる。 
• 会計の専門家を求めている企業が一定数存在する。 
• Research Paper（修士論文）を書くことにより、税理士試験の科目免除を受けることができ
る。 

• 博士後期課程へ進学可能。
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公認会計士・監査審査会

一般からの情報の受付等

審査会のシンボルマーク

　審査会では、資料・情報収集の一環として、広く一般の皆様から情報を受け付けるために、情報受付窓
口を設置しています。公認会計士・監査法人の監査業務に関する情報や公認会計士試験の実施に関する情
報等をお持ちの方は、Ｅメール、ファックス、郵送によりご連絡ください。寄せられた情報は、審査会の業
務を行う上で、有用な情報として活用しています。

　審査会のシンボルマークは、青い丸で表した資本市場に審査会
が新しい風を吹き込むことによって、資本市場の透明性が段々と
高まっていくというイメージを、青い丸の右側を透明にすることで
表現しています。

Eメール：cpaaob@fsa.go.jp
F A X ：03-5251-7241 （24 時間受付）
郵　送： 〒100-8905　東京都千代田区霞が関 3-2-1 中央合同庁舎第 7号館

公認会計士・監査審査会事務局 総務試験課 情報受付窓口 宛　　　　

公認会計士・監査審査会　情報受付窓口

　また、審査会では、公益通報者保護法に基づく公益通報に関する専用の窓口を設置し、電話による相談の
対応も行っています。公認会計士法に規定する罪の犯罪行為の事実等で、審査会が処分又は勧告等を行う権
限を有するものについて通報されたい方は、Eメール又は郵送によりご連絡ください。また、公益通報について、
相談されたい方は、Ｅメール、郵送又は電話によりご連絡ください。

Eメール：cpaaob.kouekitsuho@fsa.go.jp
郵    送： 〒100-8905　東京都千代田区霞が関 3-2-1 中央合同庁舎第 7号館

 公認会計士・監査審査会事務局 総務試験課 公益通報・相談窓口（通報） 宛

公認会計士・監査審査会　公益通報・相談窓口

TEL 03－3506－6000（代表）
URL https://www.fsa.go.jp/cpaaob/index.html ※本パンフレットは、令和元年 10月に作成したものです。

（直ちに通報されたい方）

Eメール：cpaaob.kouekisoudan@fsa.go.jp
郵    送： 〒100-8905　東京都千代田区霞が関 3-2-1 中央合同庁舎第 7 号館

 公認会計士・監査審査会事務局 総務試験課 公益通報・相談窓口（相談） 
宛T  E  L ：03-3506-6000 （受付時間：平日 9:30 ～ 18:15）

（まずは相談されたい方）

職業について何を求めるか？
• 背景：高齢化と労働人口の減少 
• 満足感・充実感（私が個人的に重視してきたこと） 
• 社会に貢献している実感 
• 自分の努力が報われ、自分の成長を実感できる 
• チャレンジング 
• リスクが小さい（一般的に求められること） 
• 拡張性が高い 
• 年収
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公認会計士・監査審査会

一般からの情報の受付等

審査会のシンボルマーク

　審査会では、資料・情報収集の一環として、広く一般の皆様から情報を受け付けるために、情報受付窓
口を設置しています。公認会計士・監査法人の監査業務に関する情報や公認会計士試験の実施に関する情
報等をお持ちの方は、Ｅメール、ファックス、郵送によりご連絡ください。寄せられた情報は、審査会の業
務を行う上で、有用な情報として活用しています。

　審査会のシンボルマークは、青い丸で表した資本市場に審査会
が新しい風を吹き込むことによって、資本市場の透明性が段々と
高まっていくというイメージを、青い丸の右側を透明にすることで
表現しています。

Eメール：cpaaob@fsa.go.jp
F A X ：03-5251-7241 （24 時間受付）
郵　送： 〒100-8905　東京都千代田区霞が関 3-2-1 中央合同庁舎第 7号館

公認会計士・監査審査会事務局 総務試験課 情報受付窓口 宛　　　　

公認会計士・監査審査会　情報受付窓口

　また、審査会では、公益通報者保護法に基づく公益通報に関する専用の窓口を設置し、電話による相談の
対応も行っています。公認会計士法に規定する罪の犯罪行為の事実等で、審査会が処分又は勧告等を行う権
限を有するものについて通報されたい方は、Eメール又は郵送によりご連絡ください。また、公益通報について、
相談されたい方は、Ｅメール、郵送又は電話によりご連絡ください。

Eメール：cpaaob.kouekitsuho@fsa.go.jp
郵    送： 〒100-8905　東京都千代田区霞が関 3-2-1 中央合同庁舎第 7号館

 公認会計士・監査審査会事務局 総務試験課 公益通報・相談窓口（通報） 宛

公認会計士・監査審査会　公益通報・相談窓口

TEL 03－3506－6000（代表）
URL https://www.fsa.go.jp/cpaaob/index.html ※本パンフレットは、令和元年 10月に作成したものです。

（直ちに通報されたい方）

Eメール：cpaaob.kouekisoudan@fsa.go.jp
郵    送： 〒100-8905　東京都千代田区霞が関 3-2-1 中央合同庁舎第 7 号館

 公認会計士・監査審査会事務局 総務試験課 公益通報・相談窓口（相談） 
宛T  E  L ：03-3506-6000 （受付時間：平日 9:30 ～ 18:15）

（まずは相談されたい方）

公認会計士という職業の魅力
• 社会貢献 
• 経済の発展に寄与 
• 公正なことを行なっている 
• 多種多様なキャリア 
• 長く働くことができる 
• 個人会計事務所 
• 税理士 
• 社外取締役 
• 企業内会計士 

• 監査の必要性 
• グローバルに活躍 
• CFO 
• 研究者 
• 専門職（プロフェッショナル） 
• 新しい知識を吸収(CPE) 
• 得意な分野を見つける 
• 年収 
• 高い？
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公認会計士・監査審査会

一般からの情報の受付等

審査会のシンボルマーク

　審査会では、資料・情報収集の一環として、広く一般の皆様から情報を受け付けるために、情報受付窓
口を設置しています。公認会計士・監査法人の監査業務に関する情報や公認会計士試験の実施に関する情
報等をお持ちの方は、Ｅメール、ファックス、郵送によりご連絡ください。寄せられた情報は、審査会の業
務を行う上で、有用な情報として活用しています。

　審査会のシンボルマークは、青い丸で表した資本市場に審査会
が新しい風を吹き込むことによって、資本市場の透明性が段々と
高まっていくというイメージを、青い丸の右側を透明にすることで
表現しています。

Eメール：cpaaob@fsa.go.jp
F A X ：03-5251-7241 （24 時間受付）
郵　送： 〒100-8905　東京都千代田区霞が関 3-2-1 中央合同庁舎第 7号館

公認会計士・監査審査会事務局 総務試験課 情報受付窓口 宛　　　　

公認会計士・監査審査会　情報受付窓口

　また、審査会では、公益通報者保護法に基づく公益通報に関する専用の窓口を設置し、電話による相談の
対応も行っています。公認会計士法に規定する罪の犯罪行為の事実等で、審査会が処分又は勧告等を行う権
限を有するものについて通報されたい方は、Eメール又は郵送によりご連絡ください。また、公益通報について、
相談されたい方は、Ｅメール、郵送又は電話によりご連絡ください。

Eメール：cpaaob.kouekitsuho@fsa.go.jp
郵    送： 〒100-8905　東京都千代田区霞が関 3-2-1 中央合同庁舎第 7号館

 公認会計士・監査審査会事務局 総務試験課 公益通報・相談窓口（通報） 宛

公認会計士・監査審査会　公益通報・相談窓口

TEL 03－3506－6000（代表）
URL https://www.fsa.go.jp/cpaaob/index.html ※本パンフレットは、令和元年 10月に作成したものです。

（直ちに通報されたい方）

Eメール：cpaaob.kouekisoudan@fsa.go.jp
郵    送： 〒100-8905　東京都千代田区霞が関 3-2-1 中央合同庁舎第 7 号館

 公認会計士・監査審査会事務局 総務試験課 公益通報・相談窓口（相談） 
宛T  E  L ：03-3506-6000 （受付時間：平日 9:30 ～ 18:15）

（まずは相談されたい方）

公認会計士試験に合格するためには？
• 努力しかない 

• 2年間で5,000時間 

• 会計関連科目はやればやるほど力がつく 

• 合格する人は、他の分野でも成功する可能性が大きい 

• 合格する人の特徴 

• 試験に合格することが目標ではなく、合格後のことを考えている
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公認会計士・監査審査会

一般からの情報の受付等

審査会のシンボルマーク

　審査会では、資料・情報収集の一環として、広く一般の皆様から情報を受け付けるために、情報受付窓
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公認会計士・監査審査会　情報受付窓口

　また、審査会では、公益通報者保護法に基づく公益通報に関する専用の窓口を設置し、電話による相談の
対応も行っています。公認会計士法に規定する罪の犯罪行為の事実等で、審査会が処分又は勧告等を行う権
限を有するものについて通報されたい方は、Eメール又は郵送によりご連絡ください。また、公益通報について、
相談されたい方は、Ｅメール、郵送又は電話によりご連絡ください。

Eメール：cpaaob.kouekitsuho@fsa.go.jp
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 公認会計士・監査審査会事務局 総務試験課 公益通報・相談窓口（通報） 宛

公認会計士・監査審査会　公益通報・相談窓口

TEL 03－3506－6000（代表）
URL https://www.fsa.go.jp/cpaaob/index.html ※本パンフレットは、令和元年 10月に作成したものです。
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Eメール：cpaaob.kouekisoudan@fsa.go.jp
郵    送： 〒100-8905　東京都千代田区霞が関 3-2-1 中央合同庁舎第 7 号館
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（まずは相談されたい方）

参考資料
• 公認会計士・監査審査会について:  https://www.fsa.go.jp/cpaaob/ 

• 公認会計士試験について: https://www.fsa.go.jp/cpaaob/kouninkaikeishi-shiken/index.html 

• 日本公認会計士協会: https://jicpa.or.jp 

• 会計大学院協会: http://www.jagspa.org 

• 質問があれば：maoki@tohoku.ac.jp 

• CFOに関する資料 

• 石橋善一郎. 2021.『経理・財務・経営企画部門のためのFP&A入門』中央経済社. 

• 石橋・三木・本田. 2023.『CFOとFP&A』中央経済社.
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